
  

広
島
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

広
島
県
規
則
第
六
十
号 

広
島
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

目
次 第

一
章 

（
略
） 

第
一
章
の
二 

公
園
計
画
（
第
一
条
の
二
） 

第
二
章 

公
園
事
業
（
第
一
条
の
三
―
第
十
五
条
） 

第
三
章 

（
略
） 

第
三
章
の
二 

質
の
高
い
自
然
体
験
活
動
の
促
進
の 

た
め
の
措
置
（
第
三
十
六
条
の
三
― 

第
三
十
六
条
の
八
） 

第
四
章
・
第
五
章 

（
略
） 

 

附
則 

 

第
一
条 

（
略
） 

 

第
一
章
の
二 

公
園
計
画 

 

第
一
条
の
二 

条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面
と
す
る
。 

一 

条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
案

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
案
」
と
い
う
。
）

を
行
う
協
議
会
（
条
例
第
七
条
の
四
第
一
項
又
は

条
例
第
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
協
議
会
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
組
織
し

た
市
町 

二 

提
案
を
行
う
協
議
会
の
名
称
及
び
構
成
員
の
氏

名
又
は
名
称 

三 

提
案
の
理
由 

２ 

知
事
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
提

案
を
踏
ま
え
た
公
園
計
画
の
変
更
又
は
公
園
計
画
の

変
更
に
係
る
申
出
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
提
案
を
し
た
協
議
会
に
対
し
、
当
該
提

案
に
係
る
場
所
及
び
そ
の
周
辺
の
風
致
若
し
く
は
景

観
の
状
況
若
し
く
は
特
質
又
は
当
該
提
案
に
係
る
広

島
県
立
自
然
公
園
（
以
下
「
自
然
公
園
」
と
い
う
。

）
の
利
用
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
必
要
な

書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
自
然
公
園
に
お
け
る
協
議
会
） 

第
一
条
の
三 

条
例
第
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る 

目
次 第

一
章 

（
略
） 

 
第
二
章 

公
園
事
業
（
第
二
条
―
第
十
五
条
） 

第
三
章 

（
略
） 

   

第
四
章
・
第
五
章 
（
略
） 

 

附
則 

 

第
一
条 

（
略
） 

                           



   

 

協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
第
十
一
条
、 

第
十
三
条
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、 

次
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
。 

一 
自
然
公
園
の
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町 

二 

条
例
第
七
条
の
四
に
規
定
す
る
区
域
（
以
下
「 

利
用
拠
点
区
域
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
公
園 

事
業
を
執
行
し
、
又
は
執
行
す
る
と
見
込
ま
れ
る 

者 

三 

当
該
利
用
拠
点
区
域
内
の
施
設
、
土
地
又
は
木 

竹
で
あ
つ
て
利
用
拠
点
の
整
備
改
善
に
関
す
る
事 

業
（
以
下
「
利
用
拠
点
整
備
改
善
事
業
」
と
い
う
。 

）
に
係
る
も
の
の
所
有
者
又
は
使
用
及
び
収
益
を 

目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者 

四 

そ
の
他
当
該
市
町
が
必
要
と
認
め
る
者 

２ 

当
該
自
然
公
園
の
区
域
内
に
お
い
て
公
園
事
業
を

執
行
し
、
又
は
執
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
公

園
事
業
に
係
る
施
設
の
整
備
改
善
を
含
む
地
域
に
お

け
る
利
用
拠
点
の
質
の
向
上
の
た
め
の
整
備
改
善
に

関
し
て
協
議
を
行
う
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
な
い

場
合
に
あ
つ
て
は
、
市
町
に
対
し
て
、
協
議
会
を
組

織
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

協
議
会
は
、
条
例
第
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
協
議
会
を
組
織
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
第

十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。 

４ 

当
該
利
用
拠
点
区
域
内
に
お
い
て
公
園
事
業
を
執

行
し
、
又
は
執
行
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
第
一
項
第

三
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
協
議
会
の
構
成
員
で
な

い
も
の
は
、
条
例
第
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
協
議
会
を
組
織
す
る
市
町
に
対
し
て
、
自
己
を
当

該
協
議
会
の
構
成
員
と
し
て
加
え
る
よ
う
申
し
出
る

こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
市
町
は
、
正

当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
当
該
申
出
に
応
じ
る
も
の

と
す
る
。 

６ 

協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関

係
行
政
機
関
に
対
し
て
、
資
料
の
提
供
、
意
見
の
表

明
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。 

７ 

協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
た
事
項
に
つ
い
て

は
、
当
該
協
議
会
の
構
成
員
は
、
そ
の
協
議
の
結
果

を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営 

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
当
該
協
議
会
が
定
め
る
。 

 

（
公
園
事
業
の
決
定
等
の
提
案
に
係
る
添
付
書
類
） 

第
一
条
の
四 

条
例
第
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る

規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面 

イ 

条
例
第
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提 

案
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
提
案 

」
と
い
う
。
）
を
行
う
協
議
会
を
組
織
し
た
市 

町 

ロ 

提
案
を
行
う
協
議
会
の
名
称
及
び
構
成
員
の 

                                                       



   

 

氏
名
又
は
名
称 

ハ 

提
案
の
理
由 

二 
当
該
公
園
事
業
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面 

２ 

知
事
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
提

案
を
踏
ま
え
た
公
園
事
業
の
決
定
又
は
変
更
に
関
し

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
提
案
を
し
た

協
議
会
に
対
し
、
当
該
提
案
に
係
る
場
所
及
び
そ
の

周
辺
の
風
致
若
し
く
は
景
観
の
状
況
若
し
く
は
特
質

又
は
当
該
提
案
に
係
る
自
然
公
園
の
利
用
の
状
況
を

記
載
し
た
書
類
そ
の
他
の
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
公
園
事
業
と
な
る
施
設
の
種
類
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

一
―
五 

（
略
） 

六 

他
人
の
用
に
供
す
る
車
庫
、
駐
車
場
、
給
油
施

設
そ
の
他
自
動
車
に
燃
料
又
は
動
力
源
と
し
て
の

電
気
を
供
給
す
る
た
め
の
施
設
及
び
昇
降
機 

七 

運
輸
施
設
（
主
と
し
て
自
然
公
園
の
区
域
内
に

お
い
て
路
線
又
は
航
路
を
定
め
て
旅
客
を
運
送
す

る
自
動
車
、
船
舶
、
水
上
飛
行
機
、
鉄
道
又
は
策

道
に
よ
る
運
送
施
設
、
主
と
し
て
自
然
公
園
の
区

域
内
に
お
い
て
路
線
を
定
め
て
設
け
ら
れ
る
道
路

運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）

第
二
条
第
八
項
の
一
般
自
動
車
道
及
び
主
と
し
て

旅
客
船
の
用
に
供
す
る
係
留
施
設
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
） 

 

八
―
十
二 

（
略
） 

 

（
公
園
事
業
の
執
行
の
協
議
又
は
認
可
の
申
請
） 

 第
四
条 

（
略
） 

２ 

条
例
第
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る

書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
運
輸
施
設
に
関
す
る
公
園
事
業
に
あ
つ
て
は
第

七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、

市
町
が
執
行
す
る
公
園
施
設
に
関
す
る
公
園
事
業
に

あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
か
ら
第
八
号

ま
で
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を

除
く
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

公
園
施
設
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
二
万 

五
千
分
の
一
程
度
の
地
形
図 

四 

公
園
施
設
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
縮 

尺
五
千
分
の
一
程
度
の
概
況
図
及
び
天
然
色
写
真 

五 

公
園
施
設
の
規
模
及
び
構
造
（
運
輸
施
設
に
あ 

つ
て
は
、
当
該
施
設
が
風
景
に
及
ぼ
す
影
響
を
明 

ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
限
る
。
）
を 

明
ら
か
に
し
た
縮
尺
千
分
の
一
程
度
の
各
階
平
面 

図
、
二
面
以
上
の
立
面
図
、
二
面
以
上
の
断
面
図 

及
び
意
匠
配
色
図
並
び
に
事
業
区
域
内
に
あ
る
公 

園
施
設
の
配
置
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
千
分
の
一 

程
度
の
配
置
図 

六 

（
略
） 

             

（
公
園
事
業
と
な
る
施
設
の
種
類
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

一
―
五 

（
略
） 

六 

他
人
の
用
に
供
す
る
車
庫
、
駐
車
場
、
給
油
施

設
及
び
昇
降
機 

 

七 

運
輸
施
設
（
主
と
し
て
広
島
県
立
自
然
公
園
（

以
下
「
自
然
公
園
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
お

い
て
路
線
又
は
航
路
を
定
め
て
旅
客
を
運
送
す
る

自
動
車
、
船
舶
、
水
上
飛
行
機
、
鉄
道
又
は
策
道

に
よ
る
運
送
施
設
、
主
と
し
て
自
然
公
園
の
区
域

内
に
お
い
て
路
線
を
定
め
て
設
け
ら
れ
る
道
路
運

送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第

二
条
第
八
項
の
一
般
自
動
車
道
及
び
主
と
し
て
旅

客
船
の
用
に
供
す
る
係
留
施
設
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
） 

八
―
十
二 

（
略
） 

  

（
公
園
事
業
の
執
行
の
協
議
の
申
出
又
は
認
可
の
申 

請
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

条
例
第
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る

書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
運
輸
施
設
に
関
す
る
公
園
事
業
に
あ
つ
て
は
第

七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、

市
町
が
執
行
す
る
公
園
施
設
に
関
す
る
公
園
事
業
に

あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
か
ら
第
八
号

ま
で
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

三 

公
園
施
設
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
二
万 

五
千
分
の
一
以
上
の
地
形
図 

四 

公
園
施
設
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
縮 

尺
五
千
分
の
一
以
上
の
概
況
図
及
び
天
然
色
写
真 

五 

公
園
施
設
の
規
模
及
び
構
造
（
運
輸
施
設
に
あ 

つ
て
は
、
当
該
施
設
が
風
景
に
及
ぼ
す
影
響
を
明 

ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
限
る
。
）
を 

明
ら
か
に
し
た
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
各
階
平
面 

図
、
二
面
以
上
の
立
面
図
、
二
面
以
上
の
断
面
図
、 

構
造
図
、
意
匠
配
色
図
及
び
給
排
水
計
画
図
並
び 

に
事
業
区
域
内
に
あ
る
公
園
施
設
の
配
置
を
明
ら 

か
に
し
た
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
配
置
図 

六 

（
略
） 



   

 

七 

公
園
施
設
の
管
理
又
は
経
営
に
要
す
る
経
費
に 

つ
い
て
収
入
及
び
支
出
の
総
額
及
び
内
訳
を
記
載 

し
た
書
類
そ
の
他
公
園
施
設
を
適
切
に
管
理
し
、 

又
は
経
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書 

類 

八 

工
事
の
施
行
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
事 

業
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す 

る
書
類 

九 

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
宿
舎
に
関
す
る
公
園 

事
業
（
以
下
「
宿
舎
に
関
す
る
公
園
事
業
」
と
い 

う
。
）
で
あ
つ
て
、
特
定
の
者
の
優
先
的
な
使
用 

を
確
保
す
る
仕
組
み
を
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、 

当
該
仕
組
み
及
び
当
該
事
業
の
執
行
に
よ
る
自
然 

公
園
の
保
護
又
は
利
用
の
増
進
の
内
容
を
明
ら
か 

に
し
た
書
類 

十 

工
事
の
施
行
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
木 

竹
の
伐
採
、
修
景
の
た
め
の
植
栽
そ
の
他
当
該
工 

事
に
付
随
す
る
工
事
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書 

類
及
び
縮
尺
千
分
の
一
程
度
の
図
面 

十
一
―
十
三 

（
略
） 

３ 

知
事
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条

例
第
八
条
第
二
項
の
協
議
又
は
同
条
第
三
項
の
認
可

に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
協
議

又
は
認
可
の
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
縮
尺
千
分
の

一
程
度
の
構
造
図
、
給
排
水
計
画
図
そ
の
他
必
要
な

書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

規
定
に
よ
り
提
出
し
よ
う
と
す
る
図
面
の
う
ち
、
行

為
の
規
模
が
大
き
い
た
め
、
第
二
項
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
縮
尺
の
図
面
に
よ 

つ
て
は
適
切
に
表
示
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

に
あ
つ
て
は
、
行
為
に
係
る
施
設
の
規
模
、
構
造
等 

に
応
じ
て
、
適
切
と
認
め
ら
れ
る
縮
尺
の
図
面
を
も 

つ
て
、
こ
れ
ら
の
図
面
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
変
更
の
協
議
又
は
認
可
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更 

） 

第
五
条 

（
略
） 

一 

条
例
第
八
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
五
号
に
掲 

げ
る
事
項
の
変
更
（
た
だ
し
、
同
条
第
五
号
に
掲 

げ
る
事
項
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
宿
舎
に
関
す
る 

公
園
事
業
で
あ
つ
て
、
特
定
の
者
の
優
先
的
な
使 

用
を
確
保
す
る
仕
組
み
を
設
け
よ
う
と
す
る
も
の 

を
除
く
。
） 

       

二 

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
た

だ
し
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
あ

つ
て
は
、
公
園
施
設
の
規
模
、
色
彩
又
は
形
態
の

変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

七 

公
園
施
設
の
管
理
又
は
経
営
に
要
す
る
経
費
に 

つ
い
て
収
入
並
び
に
支
出
の
総
額
及
び
そ
の
内
訳 

を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
公
園
施
設
を
適
切
に
管 

理
し
、
又
は
経
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証 

す
る
書
類 

八 

事
業
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証 

す
る
書
類 

 

九 

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
宿
舎
に
関
す
る
公
園 

事
業
で
あ
つ
て
、
特
定
の
者
の
優
先
的
な
使
用
を 

確
保
す
る
仕
組
み
を
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、 

当
該
仕
組
み
及
び
当
該
事
業
の
執
行
に
よ
る
自
然 

公
園
の
保
護
又
は
利
用
の
増
進
の
内
容
を
明
ら
か 

に
し
た
書
類 

 

十 

工
事
の
施
行
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
木 

竹
の
伐
採
、
修
景
の
た
め
の
植
栽
そ
の
他
当
該
工 

事
に
付
随
す
る
工
事
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書 

類
及
び
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
図
面 

十
一
―
十
三 

（
略
） 

               

（
変
更
の
協
議
又
は
認
可
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更 

 
 

） 

第
五
条 

（
略
） 

一 

条
例
第
八
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項 

     

二 

公
園
施
設
の
管
理
又
は
経
営
を
委
託
す
る
場
合 

に
あ
つ
て
は
、
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住 

所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

三 

公
園
施
設
の
供
用
期
間
が
通
年
で
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
供
用
期
間 

四 

公
園
施
設
の
占
用
又
は
使
用
に
対
し
料
金
を
徴

収
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
標
準
的
な
額 

五 

前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事 

 
 
 
 
 
 
 

項 
  



   

 

 

（
公
園
事
業
の
内
容
の
変
更
の
協
議
又
は
認
可
の
申

請
） 

第
六
条 
条
例
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の

協
議
又
は
認
可
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
協
議
書
又
は
申
請
書
を
知
事
に
提
出

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一
―
五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

知
事
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第 

八
条
第
六
項
の
協
議
又
は
認
可
に
関
し
必
要
が
あ
る 

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
協
議
又
は
認
可
の
申
請
を 

し
た
者
に
対
し
、
縮
尺
千
分
の
一
程
度
の
構
造
図
、 

給
排
水
計
画
図
そ
の
他
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め 

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
承
継
の
協
議
又
は
承
認
の
申
請
） 

第
八
条 

条
例
第
十
条
の
三
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

一 

譲
渡
人
及
び
譲
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住 

所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏 

名 
 

   

二 

（
略
） 

三 

公
園
施
設
の
管
理
又
は
経
営
の
方
法 

四 

公
園
事
業
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

五 

公
園
事
業
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
理
由 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

譲
受
人
が
個
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
譲
受
人 

の
住
民
票
の
写
し 

二 

譲
受
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
譲
受
人 

の
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
規
約
及
び
登
記
事
項
証 

明
書 

三 

第
四
条
第
二
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
二 

号
に
掲
げ
る
書
類 

四 

譲
受
人
が
行
う
公
園
施
設
の
管
理
又
は
経
営
に 

要
す
る
経
費
に
つ
い
て
収
入
及
び
支
出
の
総
額
及 

び
内
訳
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
譲
受
人
が
公
園 

施
設
を
適
切
に
管
理
又
は
経
営
す
る
こ
と
が
で
き 

る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

五 

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
宿
舎
に
関
す
る
公
園 

事
業
で
あ
つ
て
、
譲
受
人
が
譲
り
受
け
た
後
に
特 

定
の
者
の
優
先
的
な
使
用
を
確
保
す
る
仕
組
み
を 

設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
仕
組
み
及
び
当 

該
事
業
の
執
行
に
よ
る
自
然
公
園
の
保
護
又
は
利 

用
の
増
進
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
類 

六 

譲
渡
及
び
譲
受
け
に
係
る
譲
渡
人
及
び
譲
受
人 

の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類 

 

（
公
園
事
業
の
内
容
の
変
更
の
協
議
の
申
出
又
は
認

可
の
申
請
） 

第
六
条 

条
例
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の

協
議
の
申
出
又
は
認
可
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
協
議
書
又
は
申
請
書
を
知
事

に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一
―
五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

       

（
承
継
の
協
議
の
申
出
又
は
承
認
の
申
請
） 

第
八
条 

条
例
第
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承

継
の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
承
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
協
議
書
又
は
申
請
書
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。 

一 

合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り 

設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
そ
の
公
園
事 

業
の
全
部
を
承
継
す
る
法
人
（
以
下
「
合
併
法
人 

等
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の 

代
表
者
の
氏
名 

二 

公
園
事
業
者
で
あ
る
法
人
の
名
称
及
び
住
所
並 

び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

三 

（
略
） 

 

四 

合
併
し
、
又
は
分
割
し
た
年
月
日 

五 

合
併
し
、
又
は
分
割
し
た
理
由 

                      



   

 

３ 

条
例
第
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
継
の

協
議
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

協
議
書
又
は
申
請
書
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。 

一 

合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り 

設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
そ
の
公
園
事 

業
の
全
部
を
承
継
す
る
法
人
（
以
下
「
合
併
法
人 

等
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の 

代
表
者
の
氏
名 

二 

公
園
事
業
者
で
あ
る
法
人
の
名
称
及
び
住
所
並 

び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

三 

公
園
施
設
の
種
類 

四 

合
併
又
は
分
割
し
た
年
月
日 

五 

合
併
又
は
分
割
し
た
理
由 

４ 

（
略
） 

５ 

条
例
第
十
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
相
続
の

承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一
―
三 

（
略
） 

６ 

（
略
） 

 

第
十
条 

（
略
） 

 

（
協
議
会
の
公
表
） 

第
十
一
条 

第
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の

と
す
る
。 

一 

協
議
会
の
名
称
及
び
構
成
員
の
氏
名
又
は
名
称 

二 

協
議
の
対
象
と
な
る
利
用
拠
点
区
域 

２ 

第
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ 

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り 

行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
利
用
拠
点
整
備
改
善
計
画
の
認
定
の
申
請
） 

第
十
二
条 

条
例
第
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
の
申
請
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
の
申

請
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様

式
第
十
七
号
に
よ
る
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
区
域
の
規
模

が
大
き
い
た
め
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
縮

尺
の
図
面
に
よ
つ
て
は
適
切
に
表
示
で
き
な
い
と
認 

め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
区
域
の
規
模
に 

応
じ
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
縮
尺
の
図
面
を
も
つ
て
、 

こ
れ
ら
の
図
面
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

計
画
区
域
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
二
万 

五
千
分
の
一
程
度
の
地
形
図 

二 

計
画
区
域
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に 

 

し
た
縮
尺
五
千
分
の
一
程
度
の
概
況
図
及
び
天
然 

色
写
真 

三 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
協
議
又
は
同
条
第
三
項

の
認
可
を
要
す
る
利
用
拠
点
整
備
改
善
事
業
に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
運
輸
施
設
に
関
す
る
公

               ２ 

（
略
） 

３ 

条
例
第
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
相
続
の

承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
一
―
三 

（
略
） 

４ 
（
略
） 

 

第
十
条 
（
略
） 

                                



   

 

園
事
業
に
係
る
利
用
拠
点
整
備
改
善
事
業
に
あ
つ

て
は
イ
に
掲
げ
る
書
類
、
公
共
団
体
が
執
行
す
る

公
園
施
設
に
関
す
る
公
園
事
業
に
係
る
利
用
拠
点

整
備
改
善
事
業
に
あ
つ
て
は
イ
に
掲
げ
る
書
類
の

う
ち
第
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ

る
書
類
に
限
る
。
） 

イ 

第
四
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、 

第
六
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る 

書
類 

ロ 

公
園
施
設
を
適
切
に
管
理
又
は
経
営
す
る
こ 

と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

四 

条
例
第
八
条
第
六
項
の
協
議
又
は
認
可
を
要
す

る
利
用
拠
点
整
備
改
善
事
業
に
関
す
る
第
四
条
第

二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に

公
園
事
業
の
変
更
に
係
る
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

る
書
類
（
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書

類
を
除
く
。
） 

五 

条
例
第
十
一
条
第
三
項
の
許
可
を
要
す
る
利
用

拠
点
整
備
改
善
事
業
に
関
す
る
第
十
七
条
第
二
項

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
図
面 

六 

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
要
す
る
利
用
拠
点
整
備
改
善
事
業
に
関
す
る
第

十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
図

面 

３ 

知
事
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条

例
第
十
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
し

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
認
定
の
申
請
を
し

た
者
に
対
し
、
当
該
申
請
に
係
る
利
用
拠
点
整
備
改

善
計
画
が
条
例
第
十
条
の
七
第
四
項
各
号
に
適
合
す

る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
利
用
拠
点
整
備
改
善
計
画
の
記
載
事
項
） 

第
十
三
条 

利
用
拠
点
整
備
改
善
事
業
の
実
施
主
体
の

記
載
は
、
個
人
に
あ
つ
て
は
氏
名
及
び
住
所
を
、
法

人
に
あ
つ
て
は
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名
を

明
示
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
条
の
七
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
規

則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。 

一 

利
用
拠
点
整
備
改
善
計
画
の
名
称 

二 

利
用
拠
点
整
備
改
善
計
画
を
作
成
し
た
協
議
会

の
名
称
及
び
構
成
員
の
氏
名
又
は
名
称 

三 

利
用
拠
点
整
備
改
善
計
画
に
係
る
事
務
の
実
施

体
制 

四 

条
例
第
十
一
条
第
三
項
の
許
可
を
要
す
る
利
用

拠
点
整
備
改
善
事
業
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
を

要
す
る
行
為
に
係
る
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、

第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項 

五 

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出 

を
要
す
る
利
用
拠
点
整
備
改
善
事
業
に
あ
つ
て
は
、 

当
該
届
出
を
要
す
る
行
為
に
係
る
行
為
の
種
類
、 

場
所
及
び
施
行
方
法 

六 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

 

                                                       



   

 

（
自
然
公
園
に
お
け
る
認
定
を
受
け
た
利
用
拠
点
整

備
改
善
計
画
の
公
表
） 

第
十
四
条 

条
例
第
十
条
の
七
第
六
項
（
条
例
第
十
条

の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
自
然
公
園
に
お
け
る
利
用
拠
点
整
備
改
善
計
画
の

軽
微
な
変
更
） 

第
十
五
条 

条
例
第
十
条
の
八
第
一
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

利
用
拠
点
整
備
改
善
事
業
の
実
施
主
体
の
氏
名

若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
法
人
の
代
表
者
の
氏

名
の
変
更 

二 

利
用
拠
点
整
備
改
善
事
業
の
実
施
時
期
の
変
更 

三 

利
用
拠
点
整
備
改
善
計
画
を
作
成
し
た
協
議
会

の
構
成
員
の
変
更
又
は
当
該
協
議
会
の
構
成
員
の

氏
名
若
し
く
は
名
称
の
変
更 

四 

第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
変
更 

五 

計
画
期
間
の
変
更 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
変
更
後
の
利

用
拠
点
整
備
改
善
計
画
が
条
例
第
十
条
の
七
第
四

項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
変
更 

  

（
特
別
地
域
内
に
お
け
る
行
為
の
許
可
申
請
書
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
面

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
行
為
の
規

模
が
大
き
い
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
縮
尺
の
図

面
に
よ
つ
て
は
適
切
に
表
示
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
行
為
の
規
模
に
応
じ
て

適
切
と
認
め
ら
れ
る
縮
尺
の
図
面
を
も
つ
て
、
こ
れ

ら
の
図
面
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

行
為
の
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
二
万
五
千

分
の
一
程
度
の
地
形
図 

二 

行
為
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
し

た
縮
尺
五
千
分
の
一
程
度
の
概
況
図
及
び
天
然
色

写
真 

三 

行
為
の
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
千
分

の
一
程
度
の
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
及
び
意

匠
配
色
図 

四 

行
為
終
了
後
に
お
け
る
植
栽
そ
の
他
修
景
の
方

法
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
千
分
の
一
程
度
の
図
面 

３ 

知
事
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条

例
第
十
一
条
第
三
項
の
許
可
に
関
し
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
許
可
の
申
請
を
し
た
者
に
対

し
、
縮
尺
千
分
の
一
程
度
の
構
造
図
そ
の
他
の
必
要

な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
―
６ 

（
略
） 

  

（
特
別
地
域
内
の
行
為
の
許
可
基
準
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

                          

（
特
別
地
域
内
に
お
け
る
行
為
の
許
可
申
請
書
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
面

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

      

一 

行
為
の
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
二
万
五
千

分
の
一
以
上
の
地
形
図 

二 

行
為
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
し

た
縮
尺
五
千
分
の
一
以
上
の
概
況
図
及
び
天
然
色

写
真 

三 

行
為
の
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
千
分

の
一
以
上
の
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造

図
及
び
意
匠
配
色
図 

四 

行
為
終
了
後
に
お
け
る
植
栽
そ
の
他
修
景
の
方

法
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
図
面 

    
 

３
―
５ 

（
略
） 

 
 

 

（
特
別
地
域
内
の
行
為
の
許
可
基
準
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 



   

 

４ 

（
略
） 

 
一
―
五 

（
略
） 

 
六 
総
建
築
面
積
（
同
一
敷
地
内
に
あ
る
全
て
の
建

築
物
の
建
築
面
積
（
建
築
物
の
地
上
部
分
の
水
平 

投
影
面
積
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。 

）
の
和
を
い
う
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
及
び
総
延
べ
面
積
（
同

一
敷
地
内
に
あ
る
全
て
の
建
築
物
の
延
べ
面
積
（

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三

百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る

延
べ
面
積
を
い
う
。
第
三
十
三
条
第
一
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
和
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
敷

地
面
積
に
対
す
る
割
合
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
地
域
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中

欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。 

（
略
） 

 

七
―
十
一 

（
略
） 

５
―
９ 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

申
請
に
係
る
場
所
が
、
条
例
第
十
一
条
第
三
項

の
許
可
を
受
け
て
木
竹
の
伐
採
が
行
わ
れ
た
後
、

五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
場
所
で
な
い
こ
と
。
た

だ
し
、
木
竹
の
伐
採
が
僅
少
で
あ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

 

三
―
十
一 

（
略
） 

 

条
例
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（ 

風
力
発
電
施
設
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。

）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六

号
並
び
に
前
項
第
二
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
の
規

定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

照
明
装
置
を
用
い
て
特
別
地
域
内
の
森
林
又
は

河
川
そ
の
他
の
自
然
物
に
つ
い
て
照
明
を
行
う
も

の
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
学
術
研
究
そ
の
他
公
益
上
必
要

と
認
め
ら
れ
る
も
の
又
は
病
害
虫
の
防
除
の
た
め

に
行
わ
れ
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

色
彩
及
び
形
態
が
そ
の
周
辺
の
風
致
又
は
景 

観
と
著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。 

ロ 

期
間
及
び
時
間
が
必
要
最
小
限
で
あ
る
と
認 

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
照
明
を
行
う
範
囲
が
必
要
最
小
限
と
認 

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

動
光
又
は
点
滅
を
伴
う
も
の
で
な
い
こ
と
。 

ホ 

野
生
動
植
物
の
生
息
又
は
生
育
上
そ
の
他
の 

風
致
又
は
景
観
の
維
持
上
重
大
な
支
障
を
及
ぼ 

す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

―

 
(

略) 
 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 
 

イ
―
ハ 

（
略
） 

 
 

ニ 

光
源
を
用
い
る
広
告
物
等
に
あ
つ
て
は
、
⑴

４ 

（
略
） 

 

一
―
五 

（
略
） 

 

六 

総
建
築
面
積
（
同
一
敷
地
内
に
あ
る
す
べ
て
の

建
築
物
の
建
築
面
積
（
建
築
物
の
地
上
部
分
の
水

平
投
影
面
積
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
和
を
い
う
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
及
び
総
延
べ
面
積

（
同
一
敷
地
内
に
あ
る
す
べ
て
の
建
築
物
の
延
べ

面
積
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政

令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
延
べ
面
積
を
い
う
。
）
の
和
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
が
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分
ご
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り

で
あ
る
こ
と
。 

（
略
） 

 

七
―
十
一 

（
略
） 

５
―
９ 

（
略
） 

 

（
略
） 

 
一 

（
略
） 

     

二
―
十 

（
略
） 

 

条
例
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（

風
力
発
電
施
設
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。

）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六

号
並
び
に
前
項
第
七
号
及
び
第
九
号
の
規
定
の
例
に

よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

                

―

 
(

略) 
 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 
 

イ
―
ハ 

（
略
） 

 
 

ニ 

光
源
を
用
い
る
広
告
物
等
に
あ
つ
て
は
、
光



   

 

か
ら
⑶
ま
で
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

⑴ 

照
明
の
範
囲
が
必
要
最
小
限
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑵ 
期
間
及
び
時
間
が
必
要
最
小
限
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

動
光
又
は
点
滅
を
伴
う
も
の
で
な
い
こ
と
。 

  

ホ 

（
略
） 

 

二
―
五 

（
略
） 

―

 

（
略
） 

 

第
十
九
条
の
二
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
許
可
基
準

は
、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。 

一 

申
請
に
係
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
は
そ 

の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら 

れ
る
行
為
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず 

れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

学
術
研
究
そ
の
他
公
益
上
必
要
と
認
め
ら
れ 

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

野
生
動
植
物
の
生
息
又
は
生
育
上
そ
の
他
の 

風
致
又
は
景
観
の
維
持
上
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ 

れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
維
持
の
た
め
に
必
要 

と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

・

 

（
略
） 

 

第
十
九
条 

（
略
） 

  

（
特
別
地
域
に
お
け
る
風
致
の
維
持
に
影
響
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
） 

第
十
九
条
の
二 

条
例
第
十
一
条
第
三
項
第
十
七
号
に

規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
知
事
が
指
定
す

る
道
路
（
主
と
し
て
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る

も
の
で
あ
つ
て
、
舗
装
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限

る
。
）
に
お
い
て
車
馬
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。 

  

（
特
別
地
域
内
に
お
け
る
許
可
又
は
届
出
を
要
し
な

い
行
為
） 

第
二
十
条 

条
例
第
十
一
条
第
八
項
第
四
号
に
規
定
す

る
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

 

一
―
三 

（
略
） 

四 

道
路
そ
の
他
公
衆
の
通
行
し
、
又
は
集
合
す
る 

場
所
か
ら
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
に
あ
つ
て
、 

か
つ
、
そ
の
水
平
投
影
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

以
下
で
あ
る
炭
が
ま
、
炭
焼
小
屋
、
伐
木
小
屋
、 

造
林
小
屋
、
畜
舎
、
納
屋
、
肥
料
だ
め
等
を
新
築 

し
、
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
（
改
築
又
は 

増
築
に
あ
つ
て
は
、
改
築
又
は
増
築
後
に
お
い
て
、 

そ
の
水
平
投
影
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で 

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
。 

五
―
十
一
の
二 

（
略
） 

十
一
の
三 

野
生
鳥
獣
の
保
護
増
殖
の
た
め
の
巣
箱
、 

給
餌
台
、
給
水
台
等
を
設
置
す
る
こ
と
。 

源
（
光
源
を
内
蔵
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
表

示
面
）
が
白
色
系
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

     

ホ 

動
光
又
は
光
の
点
滅
を
伴
う
も
の
で
な
い
こ

と
。 

ヘ 

（
略
） 

 

二
―
五 

（
略
） 

―

 

（
略
） 

             

・

 

（
略
） 

 

第
十
九
条 

（
略
） 

          

（
特
別
地
域
内
に
お
け
る
許
可
又
は
届
出
を
要
し
な

い
行
為
） 

第
二
十
条 

条
例
第
十
一
条
第
八
項
第
三
号
に
規
定
す

る
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

 

一
―
三 

（
略
） 

 

四 

道
路
そ
の
他
公
衆
の
通
行
し
、
又
は
集
合
す
る

場
所
か
ら
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
に
あ
る
炭 

窯
、
炭
焼
小
屋
、
伐
木
小
屋
、
造
林
小
屋
、
畜
舎
、 

納
屋
、
肥
料
だ
め
等
を
新
築
し
、
改
築
し
、
又
は 

増
築
す
る
こ
と
。 

    

五
―
十
一
の
二 

（
略
） 

十
一
の
三 

巣
箱
、
給
餌
台
、
給
水
台
等
を
設
置
す 

る
こ
と
。 



   

 

十
一
の
四
―
十
一
の
六 

（
略
） 

十
一
の
七 

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三 

十
一
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
無
線
設
備 

を
改
築
し
、
又
は
増
築
（
新
た
に
増
築
す
る
無
線 

設
備
の
高
さ
が
、
既
存
の
無
線
設
備
の
高
さ
又
は 

そ
れ
が
付
帯
す
る
工
作
物
の
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ 

か
高
い
方
の
位
置
を
超
え
な
い
も
の
に
限
り
、
か 

つ
、
増
築
部
分
の
最
高
部
と
最
低
部
の
高
さ
の
差 

が
二
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
す 

る
こ
と
。 

十
一
の
八 

既
存
の
電
線
、
電
話
線
又
は
通
信
ケ
ー 

ブ
ル
（
以
下
「
電
線
等
」
と
い
う
。
）
を
改
築
す 

る
こ
と
又
は
既
存
の
電
線
等
に
沿
つ
て
電
線
等
を 

新
築
若
し
く
は
増
築
す
る
こ
と
（
既
存
の
電
線
等 

の
色
彩
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
。 

十
一
の
九 

既
存
の
電
線
等
に
付
帯
す
る
工
作
物
を 

新
築
、
改
築
又
は
増
築
す
る
こ
と
（
既
存
の
電
線 

等
の
色
彩
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。 

）
。 

十
一
の
十 

変
圧
器
そ
の
他
の
電
柱
に
付
帯
す
る
設 

備
を
改
築
又
は
増
築
す
る
こ
と
（
当
該
電
柱
の
高 

さ
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
。 

十
一
の
十
一 

支
持
物
か
ら
他
の
支
持
物
を
経
ず
に 

需
要
場
所
の
引
込
口
に
至
る
電
線
等
及
び
引
込
み 

に
要
す
る
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。 

      

十
一
の
十
二 

野
生
鳥
獣
に
よ
る
人
、
家
畜
、
農
作

物
、
森
林
又
は
生
態
系
に
対
す
る
被
害
を
防
ぐ
た

め
に
カ
メ
ラ
を
設
置
し
、
又
は
柵
、
金
網
そ
の
他

必
要
な
施
設
（
そ
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え

な
い
施
設
で
あ
つ
て
、
道
路
そ
の
他
公
衆
の
通
行

し
、
又
は
集
合
す
る
場
所
か
ら
二
十
メ
ー
ト
ル
以

上
離
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
新
築
し
、
改

築
し
、
若
し
く
は
増
築
す
る
こ
と
。 

十
一
の
十
三 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に

係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年

法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
外
来
生
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定

外
来
生
物
」
と
い
う
。
）
の
防
除
又
は
自
然
公
園

の
保
安
の
目
的
で
、
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と
。 

十
一
の
十
四 

知
事
が
指
定
す
る
地
域
以
外
の
地
域

に
お
い
て
既
存
の
建
築
物
の
屋
根
面
に
太
陽
光
発

電
施
設
（
当
該
施
設
の
色
彩
及
び
形
態
が
、
自
然

公
園
の
風
致
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

な
い
も
の
と
し
て
、
知
事
が
指
定
す
る
色
彩
及
び 

形
態
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
。 

十
一
の
十
五 

県
が
、
自
然
公
園
の
保
護
又
は
適
正

な
利
用
の
推
進
の
た
め
に
人
の
立
入
り
を
防
止
す

る
た
め
の
柵
又
は
当
該
自
然
公
園
の
利
用
者
数
を

計
測
す
る
た
め
の
機
器
そ
の
他
の
仮
設
の
工
作
物

十
一
の
四
―
十
一
の
六 

（
略
） 

 

十
一
の
七 

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三

十
一
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
無
線
設
備

を
改
築
し
、
又
は
増
築
（
新
た
に
増
築
す
る
無
線

設
備
の
高
さ
が
、
既
存
の
無
線
設
備
の
高
さ
又
は

そ
れ
が
付
帯
す
る
工
作
物
の
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ

か
高
い
方
の
位
置
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）

す
る
こ
と
。 

   

十
一
の
八 

既
存
の
電
線
、
電
話
線
又
は
通
信
ケ
ー

ブ
ル
を
既
存
の
規
模
を
超
え
な
い
範
囲
（
径
の
変

更
を
除
く
。
）
で
張
り
替
え
る
こ
と
（
色
彩
の
変

更
を
伴
わ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
。 

  

十
一
の
九 

電
柱
に
付
帯
す
る
変
圧
器
を
既
存
の
規

模
を
超
え
な
い
範
囲
で
交
換
す
る
こ
と
。 

  
  

 

十
一
の
十 
支
持
物
か
ら
他
の
支
持
物
を
経
ず
に
需 

要
場
所
の
引
込
口
に
至
る
電
線
、
電
話
線
及
び
通 

信
ケ
ー
ブ
ル
を
設
置
す
る
こ
と
。 

 

十
一
の
十
一 

広
島
県
野
生
生
物
の
種
の
保
護
に
関

す
る
条
例
（
平
成
六
年
広
島
県
条
例
第
一
号
）
第

二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
保
護
管
理
事

業
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
保
護
管
理

事
業
等
」
と
い
う
。
）
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な

工
作
物
を
設
置
す
る
こ
と
。 

十
一
の
十
二 

野
生
鳥
獣
に
よ
る
人
、
家
畜
又
は
農

作
物
に
対
す
る
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
カ
メ
ラ
を
設

置
し
、
又
は
柵
、
金
網
そ
の
他
必
要
な
施
設
（
そ

の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
施
設
で
あ
つ

て
、
道
路
そ
の
他
公
衆
の
通
行
し
、
又
は
集
合
す

る
場
所
か
ら
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
る
も

の
に
限
る
。
）
を
新
築
し
、
改
築
し
、
若
し
く
は

増
築
す
る
こ
と
。 

十
一
の
十
三 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に

係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年

法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
外
来
生
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定

外
来
生
物
」
と
い
う
。
）
の
防
除
の
目
的
で
、
カ

メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と
。 

          



   

 

（
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
そ

の
水
平
投
影
面
積
が
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
）
を
新
築
し
、
改
築
し
、
又
は

増
築
す
る
こ
と
。 

十
二 
（
略
） 

十
三 

自
家
用
の
た
め
に
木
竹
（
条
例
第
十
一
条
第 

三
項
第
十
号
の
知
事
が
指
定
す
る
植
物
（
以
下
「 

採
取
等
規
制
植
物
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
を 

除
く
。
）
を
択
伐
（
塊
状
択
伐
を
除
く
。
）
す
る 

こ
と
。 

十
三
の
二 

生
業
の
維
持
の
た
め
、
必
要
な
範
囲
内

で
竹
（
高
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の
に
限
る
。
）
を
伐
採
す
る
こ
と
。 

十
三
の
三 

施
設
又
は
設
備
の
維
持
管
理
を
行
う
た

め
必
要
な
範
囲
内
で
竹
（
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の
に
限
る
。
）
を
伐
採
す
る
こ
と
。 

十
四
・
十
五 

（
略
） 

十
六 

森
林
の
保
育
の
た
め
に
下
刈
り
し
、
つ
る
切 

り
し
、
又
は
間
伐
す
る
こ
と
。 

十
六
の
二 

電
線
路
の
維
持
に
必
要
な
範
囲
内
で
木

竹
を
伐
採
す
る
こ
と
。 

十
六
の
三 

道
路
（
主
と
し
て
歩
行
者
の
通
行
の
用

に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
鉄
道
又
は
軌
道
の

交
通
の
障
害
と
な
る
木
竹
を
伐
採
す
る
こ
と
。 

十
七 

（
略
） 

 

十
七
の
二 

牧
野
そ
の
他
の
草
原
の
維
持
の
た
め
に 

必
要
な
範
囲
内
で
竹
又
は
か
ん
木
を
伐
採
す
る
こ 

と
。 

 

十
七
の
二
の
二 

採
取
等
規
制
植
物
の
保
護
増
殖
の

た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
竹
又
は
か
ん
木
を
伐
採

す
る
こ
と
。 

 十
七
の
三 

（
略
） 

十
七
の
四 

自
家
用
の
た
め
に
木
竹
（
採
取
等
規
制 

植
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。 

）
を
損
傷
す
る
こ
と
。 

十
七
の
五
―
十
七
の
十
二 

（
略
） 

十
七
の
十
三 

牧
野
そ
の
他
の
草
原
の
維
持
の
た
め 

に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。 

            

十
七
の
十
四 

採
取
等
規
制
植
物
の
保
護
増
殖
の
た

め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。 

  

    

十
二 

（
略
） 

 

十
三 

自
家
用
の
た
め
に
木
竹
を
択
伐
（
塊
状
択
伐

を
除
く
。
）
す
る
こ
と
。 

         

十
四
・
十
五 

（
略
） 

 

十
六 

森
林
の
保
育
又
は
電
線
路
の
維
持
の
た
め
に 

下
刈
り
し
、
つ
る
切
り
し
、
又
は
間
伐
す
る
こ
と
。 

     

十
七 

（
略
） 

 

十
七
の
二 

認
定
保
護
管
理
事
業
等
の
実
施
の
た
め 

に
木
竹
を
伐
採
す
る
こ
と
。 

 

十
七
の
二
の
二 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等

に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
章
の
規

定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
木

竹
を
伐
採
す
る
こ
と
。 

十
七
の
三 

（
略
） 

 

十
七
の
四 

自
家
用
の
た
め
に
木
竹
を
損
傷
す
る
こ

と
。 

 

十
七
の
五
―
十
七
の
十
二 

（
略
） 

十
七
の
十
三 

広
島
県
野
生
生
物
の
種
の
保
護
に
関

す
る
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事

へ
の
届
出
に
係
る
木
竹
で
あ
つ
て
、
同
条
例
第
六

条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
野
生
生
物
種
（
以
下 

こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
野
生
生
物
種
」
と
い
う
。 

）
で
同
条
例
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
野

生
生
物
種
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
野
生

生
物
種
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
（
同
条
例
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
も

の
を
含
む
。
）
又
は
同
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の 

規
定
に
よ
る
知
事
の
許
可
に
係
る
木
竹
で
あ
つ
て
、 

特
定
野
生
生
物
種
に
係
る
も
の
（
同
条
例
第
三
十 

三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
も
の
を 

含
む
。
）
を
損
傷
す
る
こ
と
。 

 

十
七
の
十
四 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
知
事
が
指
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
（
以
下
「
県
指



   

 

      

十
七
の
十
五 
（
略
） 

    

十
七
の
十
六
―
十
七
の
十
八 
（
略
） 

十
八
―
二
十
五 

（
略
） 

二
十
六 

森
林
又
は
野
生
動
植
物
の
保
護
管
理
の
た

め
の
標
識
を
掲
出
し
、
又
は
設
置
す
る
こ
と
。 

 

二
十
六
の
二 

（
略
） 

     

二
十
六
の
二
の
二 

（
略
） 

 

二
十
六
の
三
―
二
十
六
の
十
二 

（
略
） 

 

二
十
六
の
十
三 

宅
地
内
に
お
い
て
採
取
等
規
制
植

物
を
採
取
し
、
又
は
損
傷
す
る
こ
と
。 

  

二
十
六
の
十
四 

農
業
を
営
む
た
め
に
必
要
な
範
囲

内
で
採
取
等
規
制
植
物
を
損
傷
す
る
こ
と
。 

          

二
十
六
の
十
四
の
二 

牧
野
そ
の
他
の
草
原
の
維
持

の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
採
取
等
規
制
植
物
を

損
傷
す
る
こ
と
。 

  

二
十
六
の
十
四
の
三 

採
取
等
規
制
植
物
の
保
護
増

殖
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
当
該
採
取
等
規
制

植
物
を
損
傷
す
る
こ
と
。 

二
十
六
の
十
四
の
四 

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
特 

定
外
来
生
物
の
防
除
を
目
的
と
す
る
催
し
（
国
又 

は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、 

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
内
容
及
び
実
施
期
間
を
記
載 

し
た
書
面
が
、
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。 

）
に
参
加
し
た
者
が
、
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
植 

物
（
木
竹
を
除
く
。
）
を
採
取
し
、
又
は
損
傷
す 

る
こ
と
。 

 
 

二
十
六
の
十
五
―
二
十
六
の
二
十 

（
略
） 

  

定
鳥
獣
保
護
区
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
、
同

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
が

実
施
す
る
保
全
事
業
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
保
全
事

業
若
し
く
は
協
議
し
た
保
全
事
業
と
し
て
木
竹
を

損
傷
す
る
こ
と
。 

十
七
の
十
五 

（
略
） 

十
七
の
十
六 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に

係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
章
の
規
定

に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
木
竹

を
損
傷
す
る
こ
と
。 

十
七
の
十
七
―
十
七
の
十
九 

（
略
） 

十
八
―
二
十
五 

（
略
） 

二
十
六 

森
林
の
保
護
管
理
又
は
野
生
鳥
獣
の
保
護

増
殖
の
た
め
の
標
識
を
掲
出
し
、
又
は
設
置
す
る

こ
と
。 

二
十
六
の
二 

（
略
） 

二
十
六
の
二
の
二 

認
定
保
護
管
理
事
業
等
の
実
施

の
た
め
に
標
識
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
掲

出
し
、
若
し
く
は
設
置
し
、
又
は
工
作
物
等
に
こ

れ
ら
を
表
示
す
る
こ
と
。 

 

二
十
六
の
二
の
三 

（
略
） 

二
十
六
の
三
―
二
十
六
の
十
二 

（
略
） 

二
十
六
の
十
三 

宅
地
内
に
あ
る
植
物
で
、
条
例
第 

十
一
条
第
三
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指 

定
す
る
も
の
を
採
取
し
、
又
は
損
傷
す
る
こ
と
。 

二
十
六
の
十
四 

広
島
県
野
生
生
物
の
種
の
保
護
に 

関
す
る
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知 

事
へ
の
届
出
に
係
る
植
物
で
あ
つ
て
、
指
定
野
生 

生
物
種
で
特
定
野
生
生
物
種
以
外
の
も
の
（
同
条 

例
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係 

る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
同
条
例
第
十
四
条
第
一 

項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
許
可
に
係
る
植
物
で
あ 

つ
て
、
特
定
野
生
生
物
種
に
係
る
も
の
（
同
条
例 

第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る 

も
の
を
含
む
。
）
を
採
取
し
、
又
は
損
傷
す
る
こ 

と
。 

二
十
六
の
十
四
の
二 

認
定
保
護
管
理
事
業
等
の
実

施
の
た
め
に
条
例
第
十
一
条
第
三
項
第
十
号
の
規

定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
植
物
を
採
取
し
、
又

は
損
傷
す
る
こ
と
。 

           
 

二
十
六
の
十
五
―
二
十
六
の
二
十 

（
略
） 

二
十
六
の
二
十
の
二 

認
定
保
護
管
理
事
業
等
の
実 

施
の
た
め
に
動
物
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、

 



   

 

   
二
十
六
の
二
十
一 

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
特
定

外
来
生
物
の
防
除
を
目
的
と
す
る
催
し
（
国
又
は

地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
あ

ら
か
じ
め
、
そ
の
内
容
及
び
実
施
期
間
を
記
載
し

た
書
面
が
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

に
参
加
し
た
者
が
、
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
動
物

を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
当
該
動
物

の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。 

     
 

                  
 

       

二
十
六
の
二
十
二 

（
略
） 

  

二
十
六
の
二
十
三 

（
略
） 

  

二
十
六
の
二
十
四 

（
略
） 

   
 

   

又
は
当
該
動
物
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷 

す
る
こ
と
。 

二
十
六
の
二
十
一 

広
島
県
野
生
生
物
の
種
の
保
護

に
関
す
る
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

知
事
へ
の
届
出
に
係
る
動
物
で
あ
つ
て
、
指
定
野

生
生
物
種
で
特
定
野
生
生
物
種
以
外
の
も
の
（
同

条
例
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に

係
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
同
条
例
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
許
可
に
係
る
動
物
で

あ
つ
て
、
特
定
野
生
生
物
種
に
係
る
も
の
（
同
条

例
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係

る
も
の
を
含
む
。
）
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷

し
、
又
は
そ
れ
ら
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損

傷
す
る
こ
と
。 

二
十
六
の
二
十
二 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に

狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の 

規
定
に
よ
る
知
事
の
許
可
に
係
る
鳥
獣
を
捕
獲
し
、 

若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
卵
を
採
取
し
、 

若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。 

二
十
六
の
二
十
二
の
二 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並

び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
が
実
施
す
る
指
定
管

理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
り
県
か
ら
委
託
を
受
け
た
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
と
し
て
鳥
獣
を
捕
獲
し
、
又
は
殺
傷
す
る

こ
と
。 

二
十
六
の
二
十
三 
県
指
定
鳥
獣
保
護
区
内
に
お
い

て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
県
が
実
施
す
る
保
全
事
業
又
は
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
同
意

を
得
た
保
全
事
業
若
し
く
は
協
議
し
た
保
全
事
業

と
し
て
鳥
獣
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又

は
そ
れ
ら
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る

こ
と
。 

二
十
六
の
二
十
三
の
二 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生

態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三

章
の
規
定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で

あ
る
動
物
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は

当
該
動
物
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る

こ
と
。 

二
十
六
の
二
十
四 

（
略
） 

二
十
六
の
二
十
五 

魚
介
類
を
捕
獲
し
、
又
は
殺
傷

す
る
こ
と
。 

二
十
六
の
二
十
六 

（
略
） 

二
十
六
の
二
十
六
の
二 

認
定
保
護
管
理
事
業
等
の

実
施
の
た
め
に
動
物
を
放
つ
こ
と
。 

二
十
六
の
二
十
六
の
三 

（
略
） 

二
十
六
の
二
十
七 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系

等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
章
の

規
定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る

動
物
を
捕
獲
す
る
た
め
に
犬
を
放
つ
こ
と
。 

二
十
六
の
二
十
七
の
二 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生

態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三

章
の
規
定
に
よ
る
防
除
を
目
的
と
す
る
生
殖
を
不



   

 

 
 

二
十
六
の
二
十
五 

人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
に 

危
害
を
加
え
、
自
然
環
境
保
全
上
の
問
題
を
生
じ 

さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
犬
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ 

る
も
の
。 

 
 

イ
・
ロ 
（
略
） 

 

二
十
六
の
二
十
六 
（
略
） 

二
十
七
―
二
十
八
の
十
二 

（
略
） 

    
 

二
十
八
の
十
三
―
二
十
八
の
二
十
六 
（
略
） 

 

二
十
九
―
三
十
一 

（
略
） 

  

三
十
一
の
二 

条
例
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
公
園
管
理
団
体
（
以
下
「
公
園
管
理
団
体
」
と

い
う
。
）
が
行
う
条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
各
号

及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
た
め
に
必
要

な
行
為
で
あ
つ
て
、
そ
の
行
為
の
内
容
及
び
実
施

期
間
を
記
載
し
た
書
面
が
十
四
日
前
ま
で
に
知
事

に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
行
う
こ
と
。 

 

三
十
一
の
三 

広
島
県
野
生
生
物
の
種
の
保
護
に
関

す
る
条
例
（
平
成
六
年
広
島
県
条
例
第
一
号
）
第

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
へ
の
届
出
に

係
る
行
為
と
し
て
、
条
例
第
十
一
条
第
三
項
各
号

に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
こ
と
。 

 

三
十
一
の
四 

広
島
県
野
生
生
物
の
種
の
保
護
に
関

す
る
条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定

保
護
管
理
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
行
為

と
し
て
、
条
例
第
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る

も
の
を
行
う
こ
と
。 

 

三
十
一
の
五 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に

係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
章
の
規
定

に
よ
る
防
除
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
行
為
と
し

て
、
条
例
第
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の

を
行
う
こ
と
。 

  

三
十
一
の
六 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保
全
事
業
の
実
施
の
た
め

に
必
要
な
行
為
と
し
て
、
条
例
第
十
一
条
第
三
項

各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
こ
と
。 

  

三
十
一
の
七 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
知
事
の
許
可
に
係
る
行
為
と
し
て
、
条
例

第
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
こ

と
。 

 

三
十
一
の
八 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
よ

る
指
定
管
理
鳥
獣
の
捕
獲
に
伴
う
行
為
と
し
て
、

条
例
第
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
行

う
こ
と
。 

三
十
二
・
三
十
三 

（
略
） 

能
に
さ
れ
た
特
定
外
来
生
物
の
放
出
等
を
す
る
こ

と
。 

二
十
六
の
二
十
八 

人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
に 

危
害
を
加
え
、
自
然
環
境
保
全
上
の
問
題
を
生
じ 

さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
犬
を
放
つ
こ
と
で
あ
つ
て
、 

次
に
掲
げ
る
も
の
。 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 

二
十
六
の
二
十
九 

（
略
） 

二
十
七
―
二
十
八
の
十
二 

（
略
） 

二
十
八
の
十
三 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等

に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
章
の
規

定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
木

竹
を
伐
採
す
る
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
。 

二
十
八
の
十
四
―
二
十
八
の
二
十
七 

（
略
） 

二
十
九
―
三
十
一 

（
略
） 

                                       

三
十
二
・
三
十
三 

（
略
） 



   

 

 

（
利
用
調
整
地
区
に
お
け
る
認
定
等
を
要
し
な
い
行 

為
） 

第
二
十
二
条 

条
例
第
十
二
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定

す
る
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
自
然
公
園
の
利
用
者

以
外
の
者
が
行
う
も
の
で
あ
つ
て
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

 
 

イ 

第
二
十
条
第
六
号
、
第
七
号
、
第
八
号
（
港

湾
施
設
及
び
航
路
標
識
そ
の
他
船
舶
の
交
通
の

安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
号
の
二
、
第
九
号
、

第
十
一
号
の
二
、
第
十
一
号
の
四
、
第
十
一
号

の
十
五
、
第
十
五
号
、
第
十
六
号
、
第
十
六
号

の
二
、
第
十
七
号
の
八
、
第
十
七
号
の
十
二
、

第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
六
号
の

二
、
第
二
十
六
号
の
十
四
の
四
、
第
二
十
六
号

の
十
七
、
第
二
十
六
号
の
二
十
一
、
第
二
十
八

号
の
十
九
、
第
二
十
九
号
又
は
第
三
十
一
号
の

二
か
ら
第
三
十
一
号
の
八
ま
で
に
掲
げ
る
行
為 

 
 

ロ 

（
略
） 

二
―
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

県
、
市
町
又
は
公
園
管
理
団
体
の
職
員
若

し
く
は
県
又
は
市
町
か
ら
委
託
を
受
け
た
者
が 

利
用
調
整
地
区
の
巡
視
又
は
調
査
を
行
う
こ
と
。 

二
十
三 

（
略
） 

  

（
工
作
物
の
基
準
） 

第
三
十
三
条 

（
略
） 

一 

建
築
物 

高
さ
十
三
メ
ー
ト
ル
又
は
延
べ
面
積

千
平
方
メ
ー
ト
ル 

二
―
九 

（
略
） 

 

（
普
通
地
域
内
に
お
け
る
届
出
を
要
し
な
い
行
為
） 

第
三
十
四
条 

条
例
第
二
十
一
条
第
七
項
第
四
号
に
規

定
す
る
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

第
二
十
条
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
の
十
五
ま
で
、

第
十
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
三
号 

か
ら
第
二
十
六
号
の
二
の
二
ま
で
、
第
二
十
七
号
、 

第
二
十
八
号
又
は
第
三
十
一
号
の
二
か
ら
第
三
十 

一
号
の
八
ま
で
に
掲
げ
る
行
為 

二 

（
略
） 

三 

地
表
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
高
さ
で
、
広
告

物
等
（
表
示
面
の
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
（
同

一
敷
地
内
又
は
同
一
場
所
内
に
お
け
る
広
告
物
等

の
表
示
面
の
面
積
の
合
計
が
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
場
合
に
限
る
。
）
。 

 

四
―
十
四 

（
略
） 

    

 

（
利
用
調
整
地
区
に
お
け
る
認
定
等
を
要
し
な
い
行 

為
） 

第
二
十
二
条 

条
例
第
十
二
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定

す
る
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
自
然
公
園
の
利
用
者

以
外
の
者
が
行
う
も
の
で
あ
つ
て
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

イ 

第
二
十
条
第
六
号
、
第
七
号
、
第
八
号
（
港

湾
施
設
及
び
航
路
標
識
そ
の
他
船
舶
の
交
通
の

安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
号
の
二
、
第
九
号
、 

第
十
一
号
の
二
、
第
十
一
号
の
四
、
第
十
五
号
、 

第
十
六
号
、
第
十
七
号
の
二
の
二
、
第
十
七
号 

の
八
、
第
十
七
号
の
十
二
か
ら
第
十
七
号
の
十 

四
ま
で
、
第
十
七
号
の
十
六
、
第
二
十
四
号
、 

第
二
十
六
号
、
第
二
十
六
号
の
二
、
第
二
十
六 

号
の
十
四
、
第
二
十
六
号
の
十
七
、
第
二
十
六 

号
の
二
十
一
か
ら
第
二
十
六
号
の
二
十
三
ま
で
、 

第
二
十
八
号
の
十
三
、
第
二
十
八
号
の
十
九
又 

は
第
二
十
九
号
に
掲
げ
る
行
為 

 
ロ 
（
略
） 

二
―
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

県
又
は
市
町
の
職
員
が
利
用
調
整
地
区
の

巡
視
を
行
う
こ
と
。 

 

二
十
三 

（
略
） 

 
 

（
工
作
物
の
基
準
） 

第
三
十
三
条 

（
略
） 

一 

建
築
物 

高
さ
十
三
メ
ー
ト
ル
又
は
延
面
積
千

平
方
メ
ー
ト
ル 

二
―
九 

（
略
） 

 

（
普
通
地
域
内
に
お
け
る
届
出
を
要
し
な
い
行
為
） 

第
三
十
四
条 

条
例
第
二
十
一
条
第
七
項
第
三
号
に
規

定
す
る
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 
 

一 

第
二
十
条
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
の
十
三
ま
で
、 

第
十
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
三
号 

か
ら
第
二
十
六
号
の
二
の
三
ま
で
、
第
二
十
七
号 

又
は
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
行
為 

  

二 

（
略
） 

      

三
―
十
三 

（
略
） 

 

十
四 

前
条
に
規
定
す
る
基
準
を
超
え
る
工
作
物
の

新
築
、
改
築
又
は
増
築
（
改
築
又
は
増
築
後
に
お

い
て
同
条
に
規
定
す
る
基
準
を
超
え
る
も
の
と
な

る
場
合
に
お
け
る
改
築
又
は
増
築
を
含
む
。
）
以



   

 

     

十
五
―
十
七 

（
略
） 

 

十
八 

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
を
超
え
る
工
作

物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
（
改
築
又
は
増
築
後

に
お
い
て
同
号
に
規
定
す
る
基
準
を
超
え
る
も
の

と
な
る
場
合
に
お
け
る
改
築
又
は
増
築
を
含
む
。

）
以
外
の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
付

帯
す
る
行
為 

 

第
三
十
六
条 

（
略
） 

 
 

（
野
生
動
物
の
生
態
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
） 

第
三
十
六
条
の
二 

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号 

の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す 

る
。 

一 

野
生
動
物
に
餌
を
与
え
る
こ
と
。 

二 

野
生
動
物
に
著
し
く
接
近
し
、
又
は
つ
き
ま
と 

う
こ
と
。 

  
 

第
三
章
の
二 

質
の
高
い
自
然
体
験
活
動
の
促 

進
の
た
め
の
措
置 

 

（
協
議
会
） 

第
三
十
六
条
の
三 

条
例
第
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す 

る
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
。 

一 

自
然
公
園
の
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町 

二 

当
該
自
然
公
園
の
区
域
内
に
お
い
て
自
然
体
験 

活
動
の
促
進
に
関
す
る
事
業
（
以
下
「
自
然
体
験 

活
動
促
進
事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
、
又
は 

実
施
す
る
と
見
込
ま
れ
る
者 

三 

当
該
市
町
の
区
域
内
の
施
設
、
土
地
又
は
木
竹 

で
あ
つ
て
自
然
体
験
活
動
促
進
事
業
に
係
る
も
の 

の
所
有
者
、
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利 

を
有
す
る
者
又
は
管
理
者 

四 

そ
の
他
当
該
市
町
が
必
要
と
認
め
る
者 

２ 

第
一
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、 

第
一
項
の
協
議
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
公
園
事
業 

を
執
行
し
、
又
は
執
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該 

公
園
事
業
に
係
る
施
設
の
整
備
改
善
を
含
む
地
域
に 

お
け
る
利
用
拠
点
の
質
の
向
上
の
た
め
の
整
備
改
善 

」
と
あ
る
の
は
「
自
然
体
験
活
動
促
進
事
業
を
実
施 

し
、
又
は
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
自
然
体 

験
活
動
促
進
事
業
を
実
施
し
、
又
は
実
施
し
よ
う
と 

す
る
地
域
に
お
け
る
質
の
高
い
自
然
体
験
活
動
の
促 

進
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
条
例
第
七 

条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
二
十
五
条 

の
二
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
利
用
拠
点
区
域

内
に
お
い
て
公
園
事
業
を
執
行
し
、
又
は
執
行
し
よ

う
と
す
る
者
及
び
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
自
然
公
園
の
区
域
内
に
お
い
て
自
然
体
験
活
動

促
進
事
業
を
実
施
し
、
又
は
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

外
の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
を
行
う
た

め
に
、
当
該
新
築
、
改
築
又
は
増
築
を
行
う
土
地

の
区
域
内
に
お
い
て
土
地
の
形
状
を
変
更
す
る
こ

と
。 

 

十
五
―
十
七 

（
略
） 

       

第
三
十
六
条 

（
略
） 

                                          



   

 

及
び
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
第
三
号
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
協
議
会
の
公
表
） 

第
三
十
六
条
の
四 

第
十
一
条
の
規
定
は
、
前
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
十
一
条
中
「
利
用
拠
点
区
域
」
と
あ
る
の

は
「
自
然
公
園
の
区
域
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
の
認
定
の
申
請
） 

第
三
十
六
条
の
五 

条
例
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
認
定
の
申
請
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
別
記
様
式
第
十
八
号
に
よ
る
申
請
書
を
、
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
区
域
の
規
模

が
大
き
い
た
め
、
第
一
号
に
掲
げ
る
縮
尺
の
図
面
に

よ
つ
て
は
適
切
に
表
示
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
区
域
の
規
模
に
応
じ
て
適
切

と
認
め
ら
れ
る
縮
尺
の
図
面
を
も
つ
て
、
こ
れ
ら
の

図
面
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

計
画
区
域
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
二
万 

五
千
分
の
一
程
度
の
地
形
図 

二 

条
例
第
十
一
条
第
三
項
の
許
可
を
要
す
る
自
然 

体
験
活
動
促
進
事
業
に
関
す
る
第
十
七
条
第
二
項 

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
図
面 

三 

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出 

を
要
す
る
自
然
体
験
活
動
促
進
事
業
に
関
す
る
第 

十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
図 

面 

３ 

知
事
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条

例
第
二
十
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に

関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
の

申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
申
請
に
係
る
自
然
体

験
活
動
促
進
計
画
が
同
項
各
号
に
適
合
す
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。 

  

（
自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
の
記
載
事
項
） 

第
三
十
六
条
の
六 

自
然
体
験
活
動
促
進
事
業
の
実
施

主
体
の
記
載
は
、
個
人
に
あ
つ
て
は
氏
名
及
び
住
所

を
、
法
人
に
あ
つ
て
は
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の

氏
名
を
明
示
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す

る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

一 

自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
の
名
称 

二 

自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
を
作
成
し
た
協
議
会 

の
名
称
及
び
構
成
員
の
氏
名
又
は
名
称 

三 

自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
に
係
る
事
務
の
実
施 

体
制 

四 

条
例
第
十
一
条
第
三
項
の
許
可
を
要
す
る
自
然 

                                                       



   

 

体
験
活
動
促
進
事
業
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
を 

要
す
る
行
為
に
係
る
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、 

第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項 

五 
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出 

を
要
す
る
自
然
体
験
活
動
促
進
事
業
に
あ
つ
て
は
、 

当
該
届
出
を
要
す
る
行
為
に
係
る
行
為
の
種
類
、 

場
所
及
び
施
行
方
法 

六 

計
画
区
域
に
お
け
る
適
正
な
利
用
に
係
る
啓
発 

 

に
関
す
る
事
項 

七 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

 

（
認
定
を
受
け
た
自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
の
公
表 

） 

第
三
十
六
条
の
七 

条
例
第
二
十
五
条
の
三
第
五
項
（

条
例
第
二
十
五
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。 

 

（
自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
の
軽
微
な
変
更
） 

第
三
十
六
条
の
八 

条
例
第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
た 

だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

自
然
体
験
活
動
促
進
事
業
の
実
施
主
体
の
氏
名 

若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
法
人
の
代
表
者
の
氏 

名
の
変
更 

二 

自
然
体
験
活
動
促
進
事
業
の
実
施
時
期
の
変
更 

三 

自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
を
作
成
し
た
協
議
会 

の
構
成
員
の
変
更
又
は
当
該
協
議
会
の
構
成
員
の 

氏
名
若
し
く
は
名
称
の
変
更 

四 

計
画
期
間
の
変
更 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
変
更
後
の
自 

然
体
験
活
動
促
進
計
画
が
条
例
第
二
十
五
条
の
三 

第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
が
明 

ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
変
更 

 

第
三
十
九
条 

（
略
） 

  

（
公
園
管
理
団
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
） 

第
三
十
九
条
の
二 

条
例
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
規
則
で
定
め
る
法
人
は
、
会
社
又
は
森
林
組
合

法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
に
規
定
す

る
森
林
組
合
と
す
る
。 

 

（
公
園
管
理
団
体
の
指
定
基
準
） 

第
四
十
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

自
然
環
境
に
関
す
る
科
学
的
知
見
を
有
し
て
い

る
こ
と
そ
の
他
条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
及

び
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
同
項
各
号

に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
当
該
公
園
管
理
団 

体
の
業
務
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。 

）
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
技
術 

的
な
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

十
分
な
活
動
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他

                                    

第
三
十
九
条 

（
略
） 

       

（
公
園
管
理
団
体
の
指
定
基
準
） 

第
四
十
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

自
然
環
境
に
関
す
る
科
学
的
知
見
を
有
し
て
い

る
こ
と
そ
の
他
条
例
第
三
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る

業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
技

術
的
な
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

  

三 

十
分
な
活
動
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他



   

 

条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

 

四 

条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
及
び
同
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
公
正
か
つ
適
確
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 

（
身
分
証
明
書
の
様
式
） 

第
四
十
一
条 

条
例
第
十
条
の
十
一
第
三
項
、
条
例
第

十
九
条
第
二
項
、
条
例
第
二
十
三
条
第
三
項
、
条
例

第
二
十
五
条
第
三
項
、
条
例
第
二
十
五
条
の
六
第
二

項
又
は
条
例
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
職

員
の
携
帯
す
る
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
十
九
号
に

よ
る
。 

         

条
例
第
三
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か

つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
員
及
び
財
政
的

基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

四 

営
利
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
そ
の
他
条
例
第
三

十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
公
正
か
つ
適
確
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
身
分
証
明
書
の
様
式
） 

第
四
十
一
条 

身
分
証
明
書
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。 

    

一 

条
例
第
十
条
の
七
第
二
項
の
身
分
証
明
書 

別

記
様
式
第
十
七
号 

 

二 

条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
身
分
証
明
書 

別
記

様
式
第
十
八
号 

三 

条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
の
身
分
証
明
書 

別

記
様
式
第
十
九
号 

四 
条
例
第
二
十
三
条
第
三
項
の
身
分
証
明
書 

別

記
様
式
第
二
十
号 

五 

条
例
第
二
十
五
条
第
三
項
の
身
分
証
明
書 

別

記
様
式
第
二
十
一
号 

六 

条
例
第
三
十
八
条
第
四
項
の
身
分
証
明
書 

別

記
様
式
第
二
十
二
号 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 



 

 

改 正 後 改 正 前 
 
別記様式第１号（第17条関係）  

 

特別地域内工作物の新(改，増)築許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 
 

（略） 

（略） 
 

 

(備考) 

1 (略) 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺2万5，000分の1程度の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5，000分の1程度の概況図及び天 

然色写真（カラー写真） 

 (3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1，000分の1程度の平面図，立面図，断面図， 

構造図及び意匠配色図(立面図に彩色したものでも可) 

 (4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1，000分の1程度 

の修景図 

 (5) その他行為の施行方法の表示に必要な図面（構造図等） 

2 (略) 

 (1)―(5) (略) 

 (6) 「関連行為の概要」欄には，支障木の伐採（樹種，本数，面積等），支障となる

動植物の除去，敷地造成（面積，切土盛土量等），残土量とその処理方法，工事用

仮工作物の設置等申請行為に伴う行為の内容を具体的に記入すること。なお，必

要に応じてその詳細を添付図面に表示すること。 

 (7) (略) 

(8) (略) 

  ア―ウ (略) 

  エ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担 

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (9) (略) 
 

 
別記様式第１号（第17条関係） 

 

特別地域内工作物の新(改，増)築許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

㊞ 
 

（略） 

（略） 
 

 

(備考) 

1 (略) 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺2万5，000分の1以上の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5，000分の1以上の概況図及び天 

然色写真 

 (3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1，000分の1以上の平面図，立面図，断面図， 

構造図及び意匠配色図(立面図に彩色したものでも可) 

 (4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1，000分の1以上 

の修景図 

 (5) その他行為の施行方法の表示に必要な図面 

2 (略) 

 (1)―(5) (略) 

 (6) 「関連行為の概要」欄には，支障木の伐採，支障となる動植物の除去，敷地造 

成，残土処理，工事用仮工作物の設置等申請行為に伴う行為の内容を具体的に記 

入すること。なお，必要に応じてその詳細を添付図面に表示すること。 

 

 (7) (略) 

(8) (略) 

  ア―ウ (略) 

 

 

 (9) (略) 
 



 

 

 
様式第２号（第17条関係） 

 

特別地域内木竹伐採許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 
 

（略） 

（略） 

林 

況 

（略） （略） 

林 齢 （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

施

行

方

法 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

平 均 樹 齢 （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様式第２号（第17条関係） 

 

特別地域内木竹伐採許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

㊞ 
 

（略） 

（略） 

林 

況 

（略） （略） 

林 令 （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

施

行

方

法 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

平 均 樹 令 （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺2万5，000分の1程度の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5，000分の1程度の概況図及び天

然色写真（カラー写真） 

 (3) （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

 (6) 「関連行為の概要」欄には，策道，林道，貯木場の設置（面積，切土盛土量等

），残土量とその処理方法等申請行為に伴う行為の内容を具体的に記入すること。

なお，必要に応じてその詳細を添付図面に表示すること。 

 (7) （略） 

 (8) （略） 

  ア―ウ （略） 

  エ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (9) 学術研究その他公益上必要なもの，地域住民の日常生活の維持のために必要な

もの，病害虫の防除・防災・風致維持その他森林の管理として行われるもの又は測

量のために行われるもの若しくは第３種特別地域において行われるものであつて

森林施業以外の目的で申請する場合には，「林況」の代わりに「行為地及びその付

近の状況」を記載すること。また，「施行方法」については，「伐採樹種」，「伐

採面積」，「関連行為の概要」及び「伐採跡地の取扱い」の欄を記入することで足

りるものとする。 

 (10) （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺2万5，000分の1以上の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5，000分の1以上の概況図及び天

然色写真 

 (3) （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

 (6) 「関連行為の概要」欄には，策道，林道，貯木場の設置等申請行為に伴う行為の

内容を具体的に記入すること。なお，必要に応じてその詳細を添付図面に表示す

ること。 

 (7) （略） 

 (8) （略） 

  ア―ウ （略） 

 

 

 (9) 森林施業以外の目的で申請する場合には，「林況」の代わりに「行為地及びそ

の付近の状況」を記載すること。また，「施行方法」については，「伐採樹種」，

「伐採面積」，「関連行為の概要」及び「伐採跡地の取扱い」の欄を記入すること

で足りるものとする。 

 

 

 

 (10) （略） 
 



 

 

 

 

 
様式第３号（第17条関係） 

 

特別地域内木竹の損傷許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名  
（略） 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

損 傷 方 法  

関 連 行 為 の 概 要           

（略） 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 

 (2) （略）  

2 （略） 

 (1)―(4) （略） 

(5)  「関連行為の概要」欄には，特別地域内で採取した木竹以外の植物を再度植栽・ 

播種する予定となつている場合，時期及び場所等の詳細を記入すること。 

 (6) (略) 

  ア―エ （略） 

  オ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (7) （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様式第３号（第17条関係） 

 

特別地域内木竹の損傷許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 ㊞ 

（略） 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

損 傷 方 法  

  

（略） 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1以上の地形図 

 (2) （略）  

2 （略） 

 (1)―(4) （略）  

  

  

 (5) (略) 

  ア―エ （略） 

 

 

 (6) （略） 
 



 

 

 

 

 
様式第４号（第17条関係） 

 

特別地域内鉱物の掘採(土石の採取)許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名  
（略） 

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 

(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び 

天然色写真（カラー写真） 

 (3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1，000分の1程度の平面図及び断面図 

 (4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1，000分の1程度 

の修景図 

 (5) （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) (略) 

  (6) 「掘採(採取)量」欄には，容積(立方メートル)及び重量(トン，グラム)により 

掘採(採取)量を記入すること。 

(7) （略） 

(8) 「関連行為の概要」欄には，支障木の伐採（樹種，本数，面積等），支障となる 

動植物の除去，ズリ処理等申請行為に伴う行為の内容を具体的に記入すること。 

なお，必要に応じてその詳細を添付図面に表示すること。 

 (9) （略） 

 (10) （略） 

  ア―エ （略） 

  オ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (11) （略） 

 
 
 
 

 
様式第４号（第17条関係） 

 

特別地域内鉱物の掘採(土石の採取)許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 ㊞ 

（略） 

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1以上の地形図 

(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1以上の概況図及び 

天然色写真 

 (3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1，000分の1以上の平面図及び断面図 

 (4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1，000分の1以上 

の修景図 

 (5) （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) (略) 

  (6) 「掘採(採取)量」欄には，容積(立方メートル)及び重量(トン)により掘採(採取 

)量を記入すること。 

(7) （略） 

(8) 「関連行為の概要」欄には，支障木の伐採，支障となる動植物の除去，ズリ処理 

等申請行為に伴う行為の内容を具体的に記入すること。なお，必要に応じてその 

詳細を添付図面に表示すること。 

 (9) （略） 

 (10) （略） 

  ア―エ （略） 

 

 

 (11) （略） 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
様式第５号（第17条関係） 

 

特別地域内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名  
（略） 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

水位 (水量) の

増 減 の 内 容 

 

関 連 行 為 の 概 要          

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び 

天然色写真（カラー写真）  

  (3) （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

(6) 「関連行為の概要」欄には，工事用仮工作物の設置等，申請行為に伴う行為の 

内容を具体的に記入すること。なお，必要に応じてその詳細を添付図面に表示す 

ること。  

(7) (略) 

  ア―ウ （略） 

  エ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (8) （略） 

 
 

 
様式第５号（第17条関係） 

 

特別地域内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 ㊞ 

（略） 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

水位 (水量) の

増 減 の 内 容 

 

  

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1以上の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1以上の概況図及び 

天然色写真  

  (3) （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

 

 

 

(6) (略) 

  ア―ウ （略） 

  

 

(7) （略） 

 
 



 

 

 

 

 
様式第６号（第17条関係） 

 

特別地域内広告物の設置等許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 
 

（略） 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

表 示 の 内 容  

関 連 行 為 の 概 要          

（略） 
 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び 

天然色写真（カラー写真） 

 (3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1程度の平面図，立面図，断面 

図，構造図及び意匠配色図(立面図に彩色したものでも可) 

 (4) その他行為の施行方法の表示に必要な図面（構造図等） 

2 （略） 

 (1)―(4) （略） 

(5) 「関連行為の概要」欄には，支障木の伐採（樹種，本数，面積等），支障となる 

動植物の除去，敷地造成（面積，切土盛土量等），残土量とその処理方法，工事用 

仮工作物の設置等，申請行為に伴う行為の内容を具体的に記入すること。なお， 

必要に応じてその詳細を添付図面に表示すること。  

(6) (略) 

  ア―ウ （略） 

  エ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (7) （略） 

 
様式第６号（第17条関係） 

 

特別地域内広告物の設置等許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

㊞ 
 

（略） 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

表 示 の 内 容  

  

（略） 
 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1以上の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1以上の概況図及び 

天然色写真 

 (3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1以上の平面図，立面図，断面 

図，構造図及び意匠配色図(立面図に彩色したものでも可) 

 (4) その他行為の施行方法の表示に必要な図面 

2 （略） 

 (1)―(4) （略） 

 

 

 

 

(5) (略) 

  ア―ウ （略） 

 

 

 (6) （略） 



 

 

 

 

 
様式第７号（第17条関係） 

 

特別地域内物の集積(貯蔵)許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 
   
  

（略） 

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び 

天然色写真（カラー写真） 

 (3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1程度の平面図及び立面図  

(4) （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

 (6) (略) 

  ア―ウ （略） 

  エ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。  

(7) （略） 

 

 

 

 
様式第７号（第17条関係） 

 

特別地域内物の集積(貯蔵)許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

㊞ 
 

（略） 

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1以上の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1以上の概況図及び 

天然色写真 

 (3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1以上の平面図及び立面図  

(4) （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

 (6) (略) 

  ア―ウ （略） 

 

 

 (7) （略） 
 



 

 

 

 

 
様式第８号（第17条関係） 

 

特別地域内水面の埋立(干拓)許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 
 

（略） 

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び 

天然色写真（カラー写真） 

 (3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1程度の平面図及び断面図  

(4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1程 

度の修景図 

(5) （略） 

2 （略） 

 (1)―(7) （略） 

 (8) (略) 

  ア―ウ （略） 

  エ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (9) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
様式第８号（第17条関係） 

 

特別地域内水面の埋立(干拓)許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

㊞ 
 

（略） 

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1以上の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1以上の概況図及び 

天然色写真 

 (3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1以上の平面図及び断面図  

(4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1以 

上の修景図 

(5) （略） 

2 （略） 

 (1)―(7) （略） 

 (8) (略) 

  ア―ウ （略） 

 

 

 (9) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
様式第９号（第17条関係） 

 

特別地域内土地の形状変更許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 
  

（略） 

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び 

天然色写真（カラー写真） 

 (3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1程度の平面図及び断面図  

(4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1程 

度の修景図 

(5) （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

 (6) (略) 

  ア―ウ （略） 

  エ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (7) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
様式第９号（第17条関係） 

 

特別地域内土地の形状変更許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

㊞ 
  

（略） 

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1以上の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1以上の概況図及び 

天然色写真 

 (3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1以上の平面図及び断面図  

(4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1以 

上の修景図 

(5) （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

 (6) (略) 

  ア―ウ （略） 

 

 

 (7) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
様式第10号（第17条関係） 

 

特別地域内高山植物等の採取(損傷)許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 
  

（略） 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

採取（損傷）方法  

関 連 行 為 の 概 要           

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 

 (2) （略）  

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

(6) 「関連行為の概要」欄には，特別地域（特別保護地区）内で採取した木竹以外の 

植物を再度植栽・播種する予定となっている場合，時期及び場所等の詳細を記入 

すること。 

 (7) (略) 

  ア―エ （略） 

  オ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (8) （略） 

 

 

 

 

 

 

 
様式第10号（第17条関係） 

 

特別地域内高山植物等の採取(損傷)許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

㊞ 
  

（略） 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

採取（損傷）方法  

  

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1以上の地形図 

 (2) （略）  

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

 

 

 

(6) (略) 

  ア―エ （略） 

 

 

 (7) （略） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
様式第11号（第17条関係） 

 

特別地域内植物の植栽（は種）許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 
   

 広島県立自然公園条例第 11条第 3項第 11号の規定により，   公園特別地域内に

おける本来の生育地でない植物の植栽又はは種の許可を受けたいので，次のとおり申請

します。 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

管 理 方 法  

関 連 行 為 の 概 要           

（略） 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び

天然色写真（カラー写真） 

(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1程度の平面図 

(4) （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

(6) 「関連行為の概要」欄には，支障木の伐採（樹種，本数，面積等），支障となる 

動植物の除去等，申請行為に伴う行為の内容を具体的に記入するとともに，特別 

地域内で採取した木竹以外の植物を再度植栽・は種する場合，場所等の詳細を記 

入すること。なお，必要に応じてその詳細を添付図面に表示すること。 

 (7) (略) 

  ア―ウ （略） 

  エ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (8) （略） 

 
様式第11号（第17条関係） 

 

特別地域内植物の植栽等許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

㊞ 
   

 広島県立自然公園条例第 11条第 3項第 11号の規定により，   公園特別地域内に

おける本来の生育地でない植物の植栽等の許可を受けたいので，次のとおり申請しま

す。 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

管 理 方 法  

  

（略） 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1以上の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1以上の概況図及び

天然色写真 

(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1以上の平面図 

(4) （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

 

 

 

 

(6) (略) 

  ア―ウ （略） 

 

 

 (7) （略） 



 

 

 

 

 
様式第12号（第17条関係） 

 

特別地域内動物の捕獲(殺傷)(動物の卵の採取(損傷))許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 
   

（略） 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

捕獲(殺傷)(採取(損

傷 ) ) の 方 法 

 

関 連 行 為 の 概 要           

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 

 (2) （略）  

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

(6) 「関連行為の概要」欄には，支障木の伐採（樹種，本数，面積等），支障となる 

動植物の除去等，申請行為に伴う行為の内容を具体的に記入するとともに，特別 

地域内で捕獲した動物を再度放つ予定となつている場合，時期及び詳細を記入す 

ること。なお，必要に応じてその詳細を添付図面に表示すること。  

(7) (略) 

  ア―エ （略） 

  オ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (8) （略） 

 

 

 

 

 
様式第12号（第17条関係） 

 

特別地域内動物の捕獲(殺傷)(動物の卵の採取(損傷))許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

㊞ 
   

（略） 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

捕獲(殺傷)(採取(損

傷 ) ) の 方 法 

 

  

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1以上の地形図 

 (2) （略）  

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

 

 

 

 

(6) (略) 

  ア―エ （略） 

 

 

 (7) （略） 
 



 

 

 

 

 
様式第13号（第17条関係） 

 

特別地域内動物の放出許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 
   

（略） 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

管 理 方 法  

関 連 行 為 の 概 要           

（略） 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び 

天然色写真（カラー写真） 

  (3)  （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

(6) (略) 

  ア―ウ （略） 

  エ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (7) （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様式第13号（第17条関係） 

 

特別地域内動物の放出許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

㊞ 
   

（略） 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

管 理 方 法  

  

（略） 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1以上の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1以上の概況図及び 

天然色写真 

  (3)  （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

(6) (略) 

  ア―ウ （略） 

 

 

 (7) （略） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
様式第14号（第17条関係） 

 

特別地域内工作物等の色彩変更許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 
   

（略） 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

変 更 後 の 色 彩  

関 連 行 為 の 概 要           

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び 

天然色写真（カラー写真） 

(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1程度の立面図及び変更前後の 

意匠配色図(立面図に彩色したものでも可) 

 (4) （略） 

2 （略） 

 (1)―(4) （略） 

 (5) 「関連行為の概要」欄には，工事用仮工作物の設置等，申請行為に伴う行為の

内容を具体的に記入すること。なお，必要に応じてその詳細を添付図面に表示す

ること。 

 (6) (略) 

  ア―ウ （略） 

  エ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (7) （略） 

 

 
様式第14号（第17条関係） 

 

特別地域内工作物等の色彩変更許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

㊞ 
   

（略） 

（略） 

施
行
方
法 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

変 更 後 の 色 彩  

  

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1以上の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1以上の概況図及び 

天然色写真 

(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺 1，000分の 1以上の立面図及び意匠配色図 

(立面図に彩色したものでも可) 

 (4) （略） 

2 （略） 

 (1)―(4) （略） 

 

 

 

(5) (略) 

  ア―ウ （略） 

 

 

 (6) （略） 

 



 

 

 

 

 

様式第15号（第17条関係） 
 

特別地域内指定区域内への立入り許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 
   

（略） 

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び 

天然色写真（カラー写真） 

  (3)  （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

(6) (略) 

  ア―ウ （略） 

  エ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (7) （略） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
様式第15号（第17条関係） 

 

特別地域内指定区域内への立入り許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

㊞ 
   

（略） 

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1以上の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1以上の概況図及び 

天然色写真 

  (3)  （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

(6) (略) 

  ア―ウ （略） 

 

 

 (7) （略） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
様式第16号（第17条関係） 

 

特別地域内車馬(動力船，航空機)の使用(着陸)許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 
   

（略） 

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び 

天然色写真（カラー写真） 

  (3)  （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

(6) (略) 

  ア―ウ （略） 

  エ 当該申請に関する連絡先（電話番号又はメールアドレス）。なお，申請者と担

当者が異なる場合は，担当者の氏名，役職，連絡先等を記載すること。 

 (7) （略） 

 
 

 

 
様式第16号（第17条関係） 

 

特別地域内車馬(動力船，航空機)の使用(着陸)許可申請書 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

 

住所 

氏名 

法人にあつては，主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

㊞ 
   

（略） 

（略） 
 

 

(備考) 

1 （略） 

 (1) 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1以上の地形図 

 (2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1以上の概況図及び 

天然色写真 

  (3)  （略） 

2 （略） 

 (1)―(5) （略） 

(6) (略) 

  ア―ウ （略） 

 

 

 (7) （略） 

 
 

 

  



  

別
記
様
式
第
十
七
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
九
号
ま
で
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

 

様式第17号（第12条関係） 

 

 

利用拠点整備改善計画に係る認定申請書 

 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

 

申請者   

住所  

氏名  

 

  

 

 広島県立自然公園条例第10条の７第１項の規定に基づき，別紙の計画について認定を申

請します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

（備考） 
１ 添付書類 
(1) 計画区域を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 
(2) 計画区域及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び天   

然色写真（カラー写真） 
(3) 公園事業の執行に係る協議又は認可を要する事業の場合（運輸施設に関する公園事

業にあつては，ク，ケに掲げる書類を，公共団体が執行する公園施設に関する公園事業
にあつては，ア，イ，オ，カ，ク，ケに掲げる書類を除く。），当該事業ごとに以下の
書類を添付すること。 
ア 個人にあつては，住民票の写し 
イ 法人にあつては，登記事項証明書 
ウ 公園施設の位置を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 
エ 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び天然色
写真（カラー写真） 

オ 法人にあつては，定款，寄附行為又は規約 
カ 公園事業の執行に必要な土地，家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用
することができることを証する書類 

キ 公園事業の執行に関し土地収用法（昭和 26年法律第 219号）の規定により土地又
は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあつては，その収用又は使用を必要
とする理由書 

ク 法人にあつては，直前３年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書（設立
後３年を経過していない法人にあつては，設立後の各事業年度に係るもの） 

ケ 個人にあつては，直前３年の各事業年度における確定申告書 
コ その他，行為の施行方法の表示に必要な図面 

(4) 公園事業の内容の変更に係る協議又は認可を要する事業の場合，当該事業ごとに以
下の書類を添付すること（公共団体が執行する公園施設に関する公園事業にあつては，
(3)のカ，クに掲げる書類を除く。）。 
ア 公園施設の位置を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 
イ 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び天然色
写真（カラー写真） 

ウ (3)のカからケまでに掲げる事項のうち，変更に係る事項 
エ その他，行為の施行方法の表示に必要な図面 

(5) 特別地域，特別保護地区若しくは海域公園地区での行為許可又は普通地域での行為
の届出を要する行為が含まれる事業の場合，当該事業ごとに以下の書類を添付するこ
と。 
ア 行為の場所を明らかにした縮尺 2万 5，000分の 1程度の地形図 
イ 行為地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺 5，000分の 1程度の概況図及び天
然色写真（カラー写真） 

ウ その他，行為の施行方法の表示に必要な図面 
(6) その他参考となるべき書類，図面又は写真 
２ 注意 
(1) 「申請者」には，利用拠点整備改善計画を作成した協議会の構成員である市町を代表

として記載し，共同申請を行う当該計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施し
ようとする者については別表に記載すること。 

(2) 申請者が法人又は法人でない団体である場合にあつては，「住所」には「主たる事務
所の所在地」を，「氏名」には「名称及び代表者の氏名」を記載すること。 

(3) 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
様式第18号（第36条の４関係） 

 

 

自然体験活動促進計画に係る認定申請書 

 

    年  月  日  

 広 島 県 知 事   様 

 

申請者   

住所  

氏名  

 

  

 

 広島県立自然公園条例第25条の３第１項の規定に基づき，別紙の計画について認定を申

請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

１ 添付書類 

(1) 計画区域を明らかにした縮尺2万5，000分の1程度の地形図 

なお，地形図には各々の自然体験活動促進事業の実施範囲について図示すること。 

(2) 広島県立自然公園条例第11条第３項の許可を要する自然体験活動促進事業が計画に

記載される場合にあつては，当該事業ごとに以下の書類を添付すること。 

ア 行為の場所を明らかにした縮尺2万5，000分の1程度の地形図 

イ 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5，000分の1程度の概況図及び天然

色写真（カラー写真） 

ウ その他，行為の施行方法の表示に必要な図面 

(3) 広島県立自然公園条例第21条第１項の規定による届出を要する自然体験活動促進事

業が計画に記載される場合にあつては，当該事業ごとに以下の書類を添付すること。 

ア 行為の場所を明らかにした縮尺2万5，000分の1程度の地形図 

イ 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5，000分の1程度の概況図及び天然

色写真（カラー写真） 

ウ その他，行為の施行方法の表示に必要な図面 

(4) その他参考となるべき書類，図面又は写真 

２ 注意 

(1) 「申請者」には，自然体験活動促進計画を作成した協議会の構成員である市町を代表

として記載し，共同申請を行う当該計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しよ

うとする者については別表に記載すること。 

(2) 申請者が法人又は法人でない団体である場合にあつては，「住所」には「主たる事務

   所の所在地」を，「氏名」には「名称及び代表者の氏名」を記載すること。 

(3) 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４とする。 

 



 

 

 

 

 

様式第19号（第41条関係） 
 
第     号 

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 
 
 

所  属 
職  名 
氏  名 
生年月日   年  月  日 
 

    年  月  日交付 
    年  月  日限り有効 
 
 
  広島県知事    印 
 

この証明書を携帯する者は，下表に掲げる広島県立自然公
園条例の条項のうち，該当の有無の欄に丸印のある条項によ
り立入検査等をする職権を有するものです。 
 

広島県立自然公園条例の条項 該当の有無 
第 10条の 12第 1項  
第 10条の 12第２項  
第 19条第１項  
第 23条第２項  
第 25条第２項  
第 25条の６第１項  
第 38条第１項  

（備考）  

１ 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列６とし，中央の点線の

所から二つ折りとする。 

２ 該当の有無欄に，立入検査等をする職権を有する場合は 

「〇」を，有しない場合は「―」を記載すること。 

３ 裏面には，参照条文を記載することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 



   

 

別
記
様
式
第
二
十
号
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
二
号
ま
で
の
様
式
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
行
為
の
許
可
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
立
自
然
公
園
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の

施
行
後
に
さ
れ
る
広
島
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
広
島
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第
十
一
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
さ
れ
た
許
可
の
申
請

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 




